
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
五
日 

広
島
県
知
事

横

田

美

香

広
島
県
規
則
第 

 
十

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
設
工
事
執
行
規
則
（
平
成
八
年
広
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

（
関
連
工
事
の
調
整
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

知
事
は
、
受
注
者
の
施
工
す
る
工
事
及
び
設
計
図

書
に
示
し
た
他
の
機
関
の
発
注
に
係
る
他
の
工
事
が

施
工
上
密
接
に
関
連
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
施
工
に
つ
き
、
当
該
他
の
機
関

と
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
受
注
者
は
、
知
事
の
調
整
に
従
い
、
当
該
他
の

機
関
の
発
注
に
係
る
工
事
の
円
滑
な
施
工
に
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
請
負
代
金
内
訳
書
及
び
工
程
表
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

内
訳
書
に
は
、
材
料
費
、
労
務
費
、
法
定
福
利
費

（
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
健
康
保
険
料
等
の
事

業
主
負
担
額
を
い
う
。
）
、
安
全
衛
生
経
費
（
建
設

工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
の
推
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第

十
条
に
規
定
す
る
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健

康
の
確
保
に
関
す
る
経
費
を
い
う
。
）
及
び
建
設
業

退
職
金
共
済
契
約
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
特
定
業
種
退
職
金
共
済
契
約
の
う
ち
、
建

設
業
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
掛
金
を
明
示

す
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

（
適
正
な
労
務
費
の
確
保
等
） 

第
十
四
条
の
二 

知
事
及
び
受
注
者
は
、
内
訳
書
に
明

示
さ
れ
る
労
務
費
が
、
労
務
費
に
関
す
る
基
準
（
建

設
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
中
央
建
設
業

審
議
会
が
勧
告
す
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
踏
ま
え
た
適
正
な
労
務
費
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
内
訳
書
に
明
示
さ
れ
た
労
務
費

を
含
む
請
負
代
金
額
を
受
注
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

受
注
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

適
正
な
賃
金
を
そ
の
雇
用
す
る
技
能
者
に
支
払

う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
関
連
工
事
の
調
整
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

（
請
負
代
金
内
訳
書
及
び
工
程
表
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

内
訳
書
に
は
、
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
及
び

雇
用
保
険
に
係
る
法
定
福
利
費
を
明
示
す
る
も
の
と

す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

三

号
四



二 

労
務
費
に
関
す
る
基
準
を
踏
ま
え
た
適
正
な
労

務
費
を
直
接
下
請
契
約
を
締
結
す
る
者
（
以
下
「

下
請
負
人
」
と
い
う
。
）
に
支
払
う
も
の
と
す
る

こ
と
。 

４ 

知
事
は
、
受
注
者
に
対
し
て
、
適
正
な
労
務
費
の

確
保
等
の
た
め
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る 

と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、 

次
に
掲
げ
る
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

前
項
第
一
号
の
支
払
に
関
す
る
書
面 

二 

前
項
第
二
号
の
支
払
に
関
す
る
書
面 

５ 

受
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た

と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。 

  

（
下
請
負
人
の
健
康
保
険
等
加
入
義
務
等
） 

第
十
七
条
の
二 

受
注
者
は
、
次
に
掲
げ
る
届
出
の
義

務
を
履
行
し
て
い
な
い
建
設
業
者
等
（
建
設
業
法
第

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
及
び
同
法
第
三

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
建
設

工
事
の
み
を
請
け
負
う
こ
と
を
営
業
と
す
る
者
を
い

い
、
当
該
義
務
が
な
い
者
を
除
く
。
以
下
「
社
会
保

険
等
未
加
入
建
設
業
者
」
と
い
う
。
）
を
下
請
負
人

と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一―

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
現
場
代
理
人
及
び
主
任
技
術
者
等
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

主
任
技
術
者
（
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
、
監
理
技
術
者
（
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
監
理
技
術
者
を
い
う
。
た
だ
し
、

同
条
第
三
項
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
監
理
技
術

者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
専
任
の
監
理

技
術
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
監
理
技
術

者
補
佐
（
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号

に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

三 

（
略
） 

２―

７ 

（
略
） 

  

（
工
期
の
変
更
方
法
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注

者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限
り
勘
案
し
十
分

な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注

者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
こ
と
又
は
当
該

協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
六
十
条
に
規
定
す
る
あ

っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
を
請
求
し
た
こ
と
又
は
第
六

十
一
条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
請
負
代
金
額
の
変
更
方
法
等
） 

               

（
下
請
負
人
の
健
康
保
険
等
加
入
義
務
等
） 

第
十
七
条
の
二 

受
注
者
は
、
次
に
掲
げ
る
届
出
の
義

務
を
履
行
し
て
い
な
い
建
設
業
者
等
（
建
設
業
法
第

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
及
び
同
法
第
三

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
建
設

工
事
の
み
を
請
け
負
う
こ
と
を
営
業
と
す
る
者
を
い

い
、
当
該
義
務
が
な
い
者
を
除
く
。
以
下
「
社
会
保

険
等
未
加
入
建
設
業
者
」
と
い
う
。
）
を
下
請
負
人

（
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
下
請
負
人
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一―

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
現
場
代
理
人
及
び
主
任
技
術
者
等
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

主
任
技
術
者
（
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
、
監
理
技
術
者
（
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
監
理
技
術
者
を
い
う
。
た
だ
し
、

同
条
第
三
項
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
監
理
技
術

者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
専
任
の
監
理

技
術
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
監
理
技
術

者
補
佐
（
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

三 

（
略
） 

２―

７ 

（
略
） 

 

（
工
期
の
変
更
方
法
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

          

（
請
負
代
金
額
の
変
更
方
法
等
） 



第
三
十
四
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

３ 
知
事
は
、
第
一
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注

者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限
り
勘
案
し
十
分

な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注

者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
こ
と
又
は
当
該

協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
六
十
条
に
規
定
す
る
あ

っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
を
請
求
し
た
こ
と
又
は
第
六

十
一
条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

（
略
） 

  

（
賃
金
又
は
物
価
の
変
動
に
基
づ
く
請
負
代
金
額
の 

 

変
更
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

２―

８ 

（
略
） 

９ 

知
事
は
、
第
三
項
又
は
第
七
項
の
協
議
に
当
た
っ

て
は
、
受
注
者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限
り

勘
案
し
十
分
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と

も
に
、
受
注
者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
こ

と
又
は
当
該
協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
六
十
条
に

規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
を
請
求
し
た
こ

と
又
は
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た

こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

 

（
前
金
払
及
び
中
間
前
金
払
） 

第
四
十
四
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

受
注
者
は
、
第
一
項
の
前
払
金
の
支
払
を
受
け
た

後
、
保
証
事
業
会
社
と
中
間
前
払
金
に
関
し
、
契
約

書
記
載
の
工
事
完
成
の
時
期
を
保
証
期
限
と
す
る
保

証
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
保
証
証
書
を
知
事
に
寄
託

し
て
、
請
負
代
金
額
の
十
分
の
二
以
内
の
中
間
前
払

金
の
支
払
を
知
事
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

二
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

（
略
） 

６ 

受
注
者
は
、
請
負
代
金
額
が
著
し
く
増
額
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
増
額
後
の
請
負
代
金
額
の

十
分
の
四
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
前
払
金
の

支
払
を
受
け
て
い
る
と
き
は
十
分
の
六
）
か
ら
受
領

済
み
の
前
払
金
額
（
中
間
前
払
金
の
支
払
を
受
け
て

い
る
と
き
は
、
中
間
前
払
金
額
を
含
む
。
次
項
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
差
し
引
い
た
額
に
相
当

す
る
額
の
範
囲
内
で
前
払
金
（
中
間
前
払
金
の
支
払

を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
中
間
前
払
金
を
含
む
。
以

下
本
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

７―


 

（
略
） 

  

（
前
払
金
の
使
用
等
） 

第
四
十
六
条 

受
注
者
は
、
前
払
金
（
中
間
前
払
金
を

除
く
。
）
を
契
約
書
記
載
の
工
事
の
材
料
費
、
労
務

費
、
機
械
器
具
の
賃
借
料
、
機
械
購
入
費
（
契
約
書

第
三
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

        

３ 

（
略
） 

  

（
賃
金
又
は
物
価
の
変
動
に
基
づ
く
請
負
代
金
額
の 

 

変
更
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

２―

８ 

（
略
） 

          

（
前
金
払
及
び
中
間
前
金
払
） 

第
四
十
四
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

受
注
者
は
、
第
一
項
の
前
払
金
の
支
払
を
受
け
た

後
、
保
証
事
業
会
社
と
中
間
前
払
金
に
関
し
、
契
約

書
記
載
の
工
事
完
成
の
時
期
を
保
証
期
限
と
す
る
保

証
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
保
証
証
書
を
知
事
に
寄
託

し
て
、
請
負
代
金
額
の
十
分
の
二
以
内
の
中
間
前
払

金
の
支
払
を
知
事
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

（
略
） 

６ 

受
注
者
は
、
請
負
代
金
額
が
著
し
く
増
額
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
増
額
後
の
請
負
代
金
額
の

十
分
の
四
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
前
払
金
の

支
払
を
受
け
て
い
る
と
き
は
十
分
の
六
）
か
ら
受
領

済
み
の
前
払
金
額
（
中
間
前
払
金
の
支
払
を
受
け
て

い
る
と
き
は
、
中
間
前
払
金
額
を
含
む
。
次
項
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
差
し
引
い
た
額
に
相
当

す
る
額
の
範
囲
内
で
前
払
金
（
中
間
前
払
金
の
支
払

を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
中
間
前
払
金
を
含
む
。
以

下
本
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

７―


 

（
略
） 

  

（
前
払
金
の
使
用
等
） 

第
四
十
六
条 

受
注
者
は
、
前
払
金
を
契
約
書
記
載
の

工
事
の
材
料
費
、
労
務
費
、
機
械
器
具
の
賃
借
料
、

機
械
購
入
費
（
契
約
書
記
載
の
工
事
に
お
い
て
償
却 



記
載
の
工
事
に
お
い
て
償
却
さ
れ
る
割
合
に
相
当
す 

る
額
に
限
る
。
）
、
動
力
費
、
支
払
運
賃
、
修
繕
費
、 

仮
設
費
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
料
及
び
保
証
料
に

相
当
す
る
額
と
し
て
必
要
な
経
費
以
外
の
支
払
に
充

当
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
払
金
額
の
百
分

の
二
十
五
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
前
払
金
を
契
約
書

記
載
の
工
事
の
現
場
管
理
費
及
び
一
般
管
理
費
等
の

う
ち
契
約
書
記
載
の
工
事
の
施
工
に
要
す
る
費
用
に

係
る
支
払
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

受
注
者
は
、
中
間
前
払
金
を
契
約
書
記
載
の
工
事

の
材
料
費
、
労
務
費
、
機
械
器
具
の
賃
借
料
、
機
械

購
入
費
（
契
約
書
記
載
の
工
事
に
お
い
て
償
却
さ
れ

る
割
合
に
相
当
す
る
額
に
限
る
。
）
、
動
力
費
、
支

払
運
賃
、
修
繕
費
、
仮
設
費
、
労
働
者
災
害
補
償
保

険
料
及
び
保
証
料
に
相
当
す
る
額
と
し
て
必
要
な
経

費
以
外
の
支
払
に
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

 

１―

５ 

（
略
） 

（
災
害
復
旧
事
業
等
の
工
事
等
に
関
す
る
適
正
な
労

務
費
の
確
保
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
） 

６ 

第
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
災
害
復
旧
事
業
等
の

工
事
、
知
事
が
認
め
る
軽
微
な
工
事
及
び
随
意
契
約

に
よ
り
契
約
す
る
工
事
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。 

さ
れ
る
割
合
に
相
当
す
る
額
に
限
る
。
）
、
動
力
費
、 

支
払
運
賃
、
修
繕
費
、
仮
設
費
及
び
現
場
管
理
費
並

び
に
一
般
管
理
費
等
の
う
ち
契
約
書
記
載
の
工
事
の

施
工
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
と
し
て
必
要
な

経
費
以
外
の
支
払
に
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 
 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
入
札
又
は
随
意
契
約
の
手
続
に
着
手
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契 

約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 




